
理

由

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
並
び
に
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水

の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
常
時
監
視
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
及
び
土

壌
の
汚
染
に
つ
い
て
も
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
と
す
る
等
、
大
気
汚
染
防
止
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


